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官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 沖縄県島尻郡与那原町 企画政策課 

②事業名 与那原町マリンタウン地区公有地活用事業 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（               ） 

④サウンディングの目的 〇本町が所有している都市公園及び土地開発公社与那原支社が 

所有している用地、合計 3 か所（以下「3 街区」。）について、

民間事業者の参入によるまちの魅力向上及び地域経済活性化を

図る為の活用を検討しています。 

〇令和３年度に「スポーツツーリズム」の新たな土地利用の方針

を示した「与那原町マリンタウン地区土地利用基本構想」を策

定しました。【※土地利用構想図ｐ13】 

〇令和 4 年度は①基本計画の策定及び②公募資料（案）の策定を

行っているところです。 

※①では実現性を高めるため企業サウンディングを行いなが

ら、土地利用構想図をブラシュアップし、各街区の課題等の整

理を行っているところです。 

〇最短で令和 5 年度に公募を実施する予定となっています。 

 

→本町の業務進捗状況から鑑みて、次年度の公募に向け民間事業

者各位から専門性の高い助言、提案、ご意見などを伺いたいと考

えております。 

 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

【東浜２５番地について】 

〇現時点では独立採算型を前提としているが、参入を検討する場

合の判断基準等があればご意見をいただきたい。（例：一定のイン

センティブ付与が必要など） 

〇第 1 種低層住居専用地域となっている。用途地域変更を前提と

して事業を進めているが後背地の住居に配慮した施設づくりが必

要である。類似事例や公募時のアドバイス等ありますでしょうか。 

【全体として】 

〇東浜 25番地を除く2街区においても参入を検討する場合の判

断基準等があればご意見をいただきたい。（例：一定のインセンテ
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ィブ付与が必要など） 

〇公募時点で用途地域変更の手続き中の可能性が高い。懸案事項

や率直な意見をお伺いしたい。 

⑥対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する業種の事業者の参

加を確約するものではあり

ません 

1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサルタント     

7.運営（                       ） 

8.その他（飲食、ｽﾎﾟｰﾂ、ｽﾎﾟｰﾂﾃｯｸ、医療関係、ホテル、ﾍﾙｽｹｱ等） 

⑦対話を希望する事業者

の事業展開エリア 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する規模の事業者を確

約するものではありません 

1.全国展開している事業者   2.当該エリア外の事業者  

3.地元事業者      4.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 

※該当する番号に○（複数可） 

１. 公有財産利活用 ２. 都市公園 ３.観光施設  

４.教育・文化関連施設 ５.賃貸住宅・宿舎等  

６.廃棄物処理施設・斎場  

７.インフラ施設（                   ） 

８.その他（                      ） 

②事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1. 新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

  

③想定する事業類型 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.その他（独立採算型                 ） 

④想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

※PFI 事業方式（BTO、RO 等）

が具体に決まっている場合、

「1.PFI 事業」の（）内に記載

ください。 

１.PFI 事業（   ）方式 ２.DBO 方式 

３.包括的民間委託 ４.指定管理者制度  

５.コンセッション 6. Park-PFI  

7. 土地の賃貸借 8. 土地の売却・譲渡 

9.建物の賃貸借 10.建物の売却・譲渡 

11.その他（             ） 

⑤事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

まちの魅力向上及び地域経済活性化を図る為、本町が所有して

いる都市公園及び土地開発公社与那原支社が有している用地3街

区を利活用する事業。 

⑥現状及び課題 ・本町のマリンタウン地区においては沖縄県が整備を検討してい

る大型 MICE 施設建設が予定されており、多くの来訪者が訪れる

ことが想定されます。また、周辺には宿泊施設などエリア一帯を

開発していくこととしているため、３街区は大型 MICE 整備事業

と相まって更なる効果を生み出す可能性があります。 

・３街区は暫定の土地利用をしているため、当該用地の利用方法

の変更（用途地域の変更を含む）が必要となり、周辺においては

住宅地が多くあるため、周辺住民への理解と協力が必要となりま

す。（令和 3 年度において地区説明等を実施済み） 
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⑦前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

・「スポーツツーリズム」をコンセプトとした土地利用を想定して

いるため、ターゲットは「マリンスポーツや合宿キャンプを目的

としたプロ、アマスポーツ選手」、「健康志向が高く施設利用を目

的とした観光客」や「健康維持・増進に取り組みたい地域住民」

等を想定している。 

・またワーケーション拠点としての可能性もあることから「自然

資源に囲まれた空間での仕事を望む人」もターゲットとして想定。 

・沖縄県が整備を検討している大型 MICE 施設への来訪者もター

ゲットとして想定している。 

・施設に行政が直接財政負担を行う想定は現時点でありません。

民間事業者による資金調達、設計・建築等を想定しています。（PFI

であれば独立採算型の事業類型、もしくは PRE など想定）。 

・都市公園については P-PFI を想定しています。 

⑧事業スケジュール（予

定） 

令和４年度 基本計画の策定、公募資料（案）の策定 

令和 5 年度 公募資料の策定、公募 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） ①沖縄県島尻郡与那原町字東浜 25 番地 

（第二与原バス停から徒歩 4 分） 

②沖縄県島尻郡与那原町字東浜 77 番地 

（教会前バス停から徒歩 8 分） 

③沖縄県島尻郡与那原町字東浜１０７番地 

（教会前バス停から徒歩 7 分） 

②敷地面積 ①23,000 ㎡ 

②42,000 ㎡ 

③2,000 ㎡ 

③土地利用上の制約 ①第一種低層住居専用地域（建蔽率 5０・容積率 100） 

②第二種中高層住居専用地域（都市公園）（建蔽率 60・容積率

200） 

③準住居地域（建蔽率 6０・容積率 200） 

④所有者 ①土地開発公社与那原支社 

②与那原町 

③土地開発公社与那原支社 

⑤周辺施設等 ・マリンプラザあがり浜 

・与那原マリーナ 

・観光交流施設 

・きらきらビーチ 

・ムーンテラス東崎 

・東崎公園 

・MICE 施設建設予定地 

【その他】 

本町は沖縄本島内で一番小さな町（5.18㎢）となっており、町内
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に小学校、中学校、高校、大学、専門学校がそろうコンパクトな

町になっています。 

⑥対象地周辺の環境 沖縄本島の南東部に位置しており、空港から沖縄自動車道、与那

原バイパスを経由し 30 分ほどでアクセス可能な利便性の高い立

地です。 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

沖縄県が大型 MICE 施設の整備を計画中です。計画と合わせて周

辺への宿泊施設等も建設を検討しております。大型 MICE 施設の

基本計画が今年度発表される予定となっております。 

 

■ 添付資料 

⚫ 「与那原町マリンタウン地区公有地土地利用基本構想（令和 4 年 3 月）」【与那原町】 

https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/topics/pdf/kikaku/marine_town_kousou.pdf 

⚫ 「沖縄県マリンタウン MICE エリア形成事業基本計画（案）（令和 4 年 2 月）」【沖縄県】 

https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/mice/r3kihonkeikakutoukentougyoumuhoukokusyo.html 

https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/topics/pdf/kikaku/marine_town_kousou.pdf
https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/mice/r3kihonkeikakutoukentougyoumuhoukokusyo.html

